
令和２年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 43 府 省 庁 名  国土交通省 

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 複数税目 ） 

要望 

項目名 
福島特措法税制に関する所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東日本大震災復興加速化のための第８次提言（令和元年８月５日総理手交）等を踏まえ、福島特措法税制

に関して必要な検討を行い、所要の措置を講ずる。 
 

 

 

 

 

関係条文 

 

○福島復興再生特別措置法 

第23条、第24条、第25条、第36条、第37条、第74条及び第75条 

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

第10条の2、第10条の2の2、第10条の3の2、第10条の3の3、第11 条の3 の2、第17条の2の2、

第17条の2の3、第17条の3の2、第17条の3の3、第18 条の8、第25条の2の2、第25条の2の3、

第25条の3の2、第25条の3の3及び第26 条の8 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］  ―   （   ―   ）  ［平年度］  ―   （   ―   ） 

［改正増減収額］   ―                           （単位：百万円） 
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要望理由 

（１）政策目的 

東日本大震災復興加速化のための第８次提言（令和元年８月５日総理手交）等を踏まえ、福島特措法税制

に関して必要な検討を行い、所要の措置を講ずることで、福島の復興・再生を加速化する。 

 

（２）施策の必要性 

福島県における人口、従業者数は全国平均に比べ厳しい状況が続いており、（推計人口等R1.7.1/H22国調
人口：福島県91％、全国平均99％；工業統計「従業者数」H30.6/H22.12：福島県96％、全国平均100％）、
特に津波による被害や原発事故による避難指示の出た15市町村は非常に厳しい状況。（同比（人口）：浪江
町5％、富岡町7％、飯舘村21％、楢葉町50％等；同比（従業者数）：浪江町3％、楢葉町20％、広野町60％、
飯舘村63％等） 

また、観光や農林水産業等について、福島県を訪れる外国人宿泊者数（宿泊旅行統計調査「従業員10人以
上の施設における延べ宿泊者数」H30/H22：福島県162.2％、全国平均321.1％）や、放射性物質を理由に購
入をためらう産地として福島県を挙げる消費者12.5％（消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査
（第12回）」H31.3.6）など、今なお風評被害が根強く残っている。 

先般示された基本方針*1において、福島については「避難解除区域等の生活環境整備を進めるとともに、
福島イノベーション・コースト構想の推進、事業・生業や生活の再建・自立、風評の払拭に向けた取組等を
通じ、福島復興再生特別措置法も活用しつつ、福島の復興・再生を加速化する。」とされている。 

現在、東日本大震災と原発事故からの産業の復興・再生のため、福島県内では、①福島復興再生特別措置
法により、12市町村の避難解除区域等*2において、被災事業者の事業再開及び新規事業者の立地促進を図る
ため、②東日本大震災復興特別区域法により、県内全市町村の復興産業集積区域*3において、被災地の雇用
機会の確保等のため、それぞれ税制優遇措置がなされている。 

こうした中、今般総理手交された東日本大震災復興加速化のための第８次提言等を踏まえ、福島特措法税
制に関して必要な検討を行い、所要の措置を講ずることで、福島の復興・再生を加速化することが必要であ
る。 

*1：「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針（平成31年3月8日閣議決定） 

*2：避難解除区域（うち旧緊急時避難準備区域を除く）、避難指示解除準備区域、認定特定復興再生拠点区域 

*3：復興特区法第4条第2項第4号イに規定する、「産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域」。なお、
一部の特例措置に関し、福島県については、風評被害による産業への影響が懸念されたことから、福島特措法第
74条及び第75条の規定により復興特区法税制の要件を緩和し、内陸を含む県内全域を復興特区法税制の対象とし
ている。 

【参考】福島県内における現行の税制優遇措置 

 (1)福島特措置法税制 (2)復興特区税制* 

投資 確認又は認定を受けた個人事業者又は法人

が、機械・装置、建物等を取得した際の特

別償却又は税額控除 

 特別償却 税額控除 

機械・装置 即時償却 15% 

建物等 25% 8% 
 

指定を受けた個人事業者又は法人が、機

械・装置、建物等を取得した際の特別償却

又は税額控除 

 特別償却 税額控除 

機械・装置 即時償却 15% 

建物等 25% 8% 

   
 

雇用 確認又は認定を受けた個人事業者又は法人

は、避難対象雇用者等に対する給与支給額

の20％を税額控除 

（確認・認定を受けた日から5年間） 

指定を受けた個人事業者又は法人は、被災

雇用者等に対する給与支給額の 10％を税

額控除 

（指定を受けた日から5年間） 

研究開発  

－ 

開発研究用資産を取得した際は、即時償却

及び即時償却したうちの 12～17％を税額

控除 

*福島県においては、風評被害による産業への影響が懸念されたことから福島復興再生特別措置法で復興特
区税制の要件緩和を行い、内陸を含め県内全域を復興特区税制の対象区域とし、課税の特例が措置されて
いる（適用期限は令和3年3月末まで）。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 

 

ページ 43 － ２ 



 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

■東日本大震災復興加速化のための第８次提言（令和元年8月5日総理手交） 
Ⅰ．原子力事故災害被災地域の本格的な復興・再生 
４ 産業の自立的な発展と経済再生に向けた基盤づくり 
（１）福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業発展 
○ 浜通り地域等の自立的・持続的な産業発展を実現するため、福島復興の大きな原動力と
なる「福島イノベーション・コースト構想」を基軸としつつ、国・県・市町村が一体とな
った中長期的な視点で広域的な地域再生や産業発展に向けた構想を強力に推進すること。 

○ 浜通り地域等を「あらゆるチャレンジが可能な地域」として、以下の取組みを実施し、
産学官で連携しながら、産業集積を高めること。 
・廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産業等の重点分野に係るプロジェクトの推進 

 
５ 風評払拭・リスクコミュニケーション 
○ 与党からの申し入れに基づいて策定された「風評払拭・リスクコミュニケーション強化
戦略」に従って、関係府省庁は、国内外への積極的な情報発信に努めること。また、科学
的かつ客観的な議論に基づくフォローアップを実施し、各施策がより整合的・合理的・効
果的なものとなるよう、不断の見直しを行うこと。 

 
Ⅱ．地震・津波被災地域の復興の「総仕上げ」 
３ 産業・なりわいの再生 
○ 津波被害が甚大な地域には、人口や働く場等の減少が著しいにもかかわらず、区画整理
事業等による基盤整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域が残ると見込まれる
ことから、復興特区法の見直しにより、対象地域を重点化した上で、復興特区税制の適用
期限を適切に延長することについて検討すること。福島については、福島特措法の見直し
にあわせ、福島特措法税制に一元化することを検討すること。 

 
■「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針（平成31年3月8日閣議決
定） 

１．基本的な考え方 
（２）「復興・創生期間」における政府の基本姿勢 

福島の原子力災害被災地域においては、本格的な復興・再生に向けて、避難指示が解除さ
れた地域における生活環境の整備、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域の整備、福
島イノベーション・コースト構想の推進、事業者・農林漁業者の再建、風評の払拭に向けた
取組等を進める。帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰
還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、放
射線量を始め多くの課題があることも踏まえ、可能なところから着実かつ段階的に、政府一
丸となって、帰還困難区域の一日も早い復興を目指して取り組んでいく。福島の復興・再生
は中長期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して、国が前面に立って取り組む。 

 
２．各分野における今後の取組 
（４）原子力災害からの復興・再生 

避難解除区域等の生活環境整備を進めるとともに、福島イノベーション・コースト構想の
推進、事業・生業や生活の再建・自立、風評の払拭に向けた取組等を通じ、福島復興再生特
別措置法も活用しつつ、福島の復興・再生を加速化する。（中略）福島の復興・再生は中長
期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して、国が前面に立って取り組む。 

（具体的な取組） 
④ 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積 
・ 福島イノベーション・コースト構想については、福島ロボットテストフィールドは平成31
年度末全面開所、福島水素エネルギー研究フィールドは平成32年７月運転開始、アーカイ
ブ拠点は平成32年夏開所をそれぞれ目指しているなど、各拠点の整備を進めている。また、
廃炉、ロボット、再生可能エネルギーや水素といった新エネルギー、農林水産等の分野に
係るプロジェクトの推進、企業立地の更なる促進、技術開発を通じた新産業の創出促進、
交流人口の拡大、教育・人材育成、周辺環境の整備を進める。さらに、事業者やプロジェ
クト単位の取組を、進出企業と地元企業の連携等を進めることにより地域的な産業の集積
へと拡大させるとともに、これを地元人材が支えることにより、持続的・自立的な産業発
展の実現に向けて取り組む。 

⑥ 風評払拭・リスクコミュニケーションの推進 
・ 福島県のみならず被災地全体の農林水産物や観光における風評の払拭やいわれのない偏
見・差別の解消に向けて、「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づき、
政府一体となって情報発信等に取り組む。さらに、各施策がより合理的で効果的な取組と
なるよう不断の見直しを行う。 
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■復興庁政策評価体系 
政策「復興施策の推進」 
施策「（１）復興支援に係る施策の推進」 
 
■国土交通省政策評価体系 
政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保 
及び向上の促進 
施策目標１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質 
な住宅ストックの形成を図る 
政策目標７ 都市再生・地域再生の推進 
施策目標25 都市再生・地域再生を推進する 
 
に包含 
 

政策の 

達成目標 

 

― 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

― 

同上の期間中

の達成目標 

 

― 

政策目標の 

達成状況 

 

― 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

― 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

― 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 

― 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

― 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

 

― 

要望の措置の 

妥当性 

 

― 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

― 

前回要望時の 

達成目標 

 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

 

これまでの要望経緯 

 
平成24年度 避難解除区域に係る特例措置（機械等の特別償却等の特例措置及び避難対象雇用

者等を雇用している場合の税額控除の特例措置）の創設 
平成25年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するため

の、機械等の特別償却等の特例措置等）の新規事業者への適用 
平成25年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するため

の、機械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域等への拡大 
平成27年度 避難解除区域等に係る特例措置（将来の事業再開のために資金を積み立てた場合

の損金算入等の特例措置）の創設 
平成29年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者等を支援するため

の、機械等の特別償却等の特例措置等）の認定特定復興再生拠点区域への拡大 
平成31年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者等を支援するための

機械等の特別償却等の特例措置等）の適用期間の延長等 
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